
 越 前 市

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

越 前 市 役 所 本 庁 舎 １ 階 ロ ビ ー 越前市の区域   越前市府中一丁目13-7

あ い ぱ ー く 今 立 〃     〃  粟田部町9-1-9

 池 田 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

池 田 町 農 村 開 発 セ ン タ ー 池田町の区域   池田町稲荷35-5

 南 越 前 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

南 越 前 町 役 場 南越前町の区域   南越前町東大道29-1

南 越 前 町 今 庄 住 民 セ ン タ ー 〃       〃  今庄84-25

南 越 前 町 河 野 住 民 セ ン タ ー 〃       〃  河野15-16-1

期 日 前 投 票 所 一 覧

〔期日前投票所開設期間〕
　1月25日（土）から2月1日（土）まで
　・各日：午前8時30分～午後8時まで


